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第１ 総則 

１ はじめに 

三重県は、巨大地震の震源域とされる南海トラフに面し、尾鷲市から大台ケ

原にかけて全国屈指の多雨地帯を抱えるなど、自然災害の発生リスクが高い地

域に位置していると言える。 

このため、従来から災害対策基本法第４０条の規定に基づき地域防災計画を

定め、これに従って防災・減災対策を平時から推進するための行動計画や、災

害が発生し、災害対策本部が設置された以降に実施すべき重要な活動手順等を

まとめた活動計画を策定するなどにより、災害の発生に備えているところであ

る。 

一方で、県が平時に行っている通常業務については、大規模災害が発生する

と、多くの職員が災害対応業務に優先して対応する必要が生じることから、発

災時には、その影響を受けざるを得なくなる。 

しかしながら、これら通常業務の中には、たとえ大規模災害が発生した非常

時であったとしても、県民の生活や社会に混乱をきたすことを防ぐため、ある

いは県の組織活動を維持するためなどのやむを得ない理由により、停止するこ

とができず、継続もしくは早期に再開しなければならない業務が存在する。 

このため、三重県では、どのような災害が発生した場合であっても、停止す

ることができない、あるいは早期に再開する必要が生じる業務について、適切

に継続することができる体制をあらかじめ整えておくために、「三重県業務継

続計画（三重県ＢＣＰ）」を策定した。 

なお、平成 22年 4月に内閣府（防災担当）がとりまとめた「地震発災時に

おける地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」では、想定地震及び発災

条件を特定し、社会的な被害状況及び対象施設周辺の被害状況を想定した上で、

災害対応業務、通常業務の区分なく災害発生時に優先して実施する業務を「非

常時優先業務」として整理する手法が紹介されているが、三重県では、想定災

害に基づいた災害対応業務等については、別途策定する「南海トラフ地震活動

計画（仮称）」において整理することとしている。 

２ 計画の目的 

本計画では、平時に実施している通常業務の中から、非常時であっても業務を停

滞させることができない、または早期の業務の再開が必要とされる「非常時優先業

務」を明らかにし、これに必要な経営資源量等の整理を行う。 

これにより、阪神・淡路大震災や東日本大震災に匹敵するような大規模災害に三

重県が見舞われた場合であっても、県の業務継続体制を維持し、県民生活や県内の

社会活動等への影響を最小限にしつつ、災害対応に最大限の資源を配分できる体制

の確立を図ることとする。 

３ 計画の位置づけ 

(1) 地域防災計画等との関係 

「三重県地域防災計画」は「地震・津波対策編」と「風水害等対策編」及び
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これを補完するための資料集である「添付資料」からなり、災害対策基本法第

４０条に基づく法定計画として、発災時または事前に実施すべき災害対策に係

る実施事項や役割分担等を規定する計画である。この地域防災計画の下には、

事前対策を推進するための行動計画である「三重県新地震・津波対策行動計画」

及び「三重県新風水害対策行動計画」や、発災後の活動計画である「三重県東

海・東南海・南海地震災害対策活動計画」が定められている。 

これに対し、「三重県業務継続計画（三重県ＢＣＰ）」（以下、「三重県ＢＣＰ」

という。）は、発災後に実施すべき「通常業務にかかる非常時優先業務」につい

て、限られた経営資源等を適切に配分し、目標とする時期までに業務を実施で

きる体制を確保するための計画である。 

一般的な地方公共団体のＢＣＰでは、「通常業務のうち業務継続の優先度の高

いもの」とともに、「災害対応業務」の両方を非常時優先業務と定義しているの

に対し、三重県ＢＣＰでは、「通常業務にかかる非常時優先業務」のみを対象と

し、「災害対応業務」については、別途策定する予定の「三重県南海トラフ地震

活動計画（仮称）」において整理することとしている。 

 

 

 

 

(2) 「三重県南海トラフ地震活動計画（仮称）」について 

「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）」及び平成27年３月に国が公表

した「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」に基づき、

本県では、今後、三重県災害対策本部が実施する重要な活動手順等をまとめた

「三重県東海・東南海・南海地震災害対策活動計画」を見直し、「三重県南海

トラフ地震活動計画（仮称）」を策定することとしている。 

「三重県南海トラフ地震活動計画（仮称）」の中では、災害対策本部の初動

体制や津波浸水を考慮した本部代替機能などを盛り込む予定としていることか

ら、これに合わせ、「災害対応業務にかかる必要経営資源等」についても検討

を行うこととしている。 

三重県の防災関係計画の関係イメージ

県の防災対策
を総括する
基本計画

地域防災計画
の内容を推進
・実践するため
の計画

平時に行う通常
業務について、
発災時の継続体
制を定めた計画

災
害
対
応
業
務

通
常
業
務

事前対策 発災後対策

三重県地域防災計画

・県以外の機関も含めた三重県の防災対策の全体像を示す計画

・災害の予防段階から、発災後の応急段階、復旧・復興段階までの対策を定めたもの

三重県新風水害対策行動計画

三重県新地震・津波対策行動計画

三重県業務継続計画

・地域防災計画に基づき、平時に事前対策を推進するための行

動計画

・通常業務にかかる業務継続体制を規定

三重県南海トラフ地震活動計画（仮称）

・地域防災計画に基づく、発災後の活動計画

・「三重県東海・東南海・南海地震災害対策活動計画」を見直し、

今後策定する予定
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このため、三重県ＢＣＰでは、「三重県南海トラフ地震活動計画（仮称）」

での検討の対象としていない「通常業務にかかる非常時優先業務」の選定を行

い、これについての必要経営資源等の整理を行う。 

４ 前提条件 

  本計画において、非常時優先業務やそれに必要な経営資源等を整理するにあたり、

以下の前提条件を設定する。 

① 想定災害

地方公共団体が策定するＢＣＰでは、南海トラフ地震などの災害を想定し、そ

れに基づく被害想定を基に確保できる経営資源量等を予測した上で、非常時優先

業務に配分を行っているが、三重県ＢＣＰでは、災害の発生如何に関わらず、県

として継続が必須な非常時優先業務を明らかにすることを目的として策定する

ため、特定の想定災害を設けない。 

ただし、非常時優先業務とこれに必要な資源を可能な限り絞り込むための前提

として、「大規模災害が発生し、県内各所で甚大な被害が生じているため、県は

この災害対応に一人でも多くの職員を充てなければならない状態にある」ものと

する。 

② 庁舎等被害

庁舎には被害が生じていない。

津波による浸水等で庁舎が使用できない場合等の対応については、「三重県南

海トラフ地震活動計画（仮称）」で整理する。 

③ 電力

電力は確保されている。

ただし、「非常時優先業務（個別業務）」において、停電等により業務に必要

な電力が確保できず、システム等が機能しない場合の対応の可否や、その代替手

段等については、この計画で整理する。 

④ 通信

通信手段は確保されている。

ただし、「非常時優先業務（個別業務）」において、固定電話や携帯電話、イ

ンターネット等の公衆通信網が使用できず、ネットワークシステム等が機能しな

い場合の対応の可否や、その代替手段等については、この計画で整理する。 

⑤ 職員

所属職員については、全員が所属に参集している。

災害発生時の職員参集の考え方等については別途整理を行っており、その結果

を「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）」に反映させる。 

第２ 非常時優先業務の考え方 

１ 大規模災害発生時に優先する業務 

 大規模災害が発生した場合、災害対応のための業務量が膨大なものとなることが

予想されることから、発災後１ヶ月間は、全庁が災害対応にかかる応急業務等に専

念する期間と定め、この間、平常時に行っている県の通常業務については、すべて
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停止することを原則とし、限られた「非常時優先業務」のみ継続を認める、又は優

先的に早期再開を図る業務とする。 

また、計画上、発災から１ヶ月後には、停止していた通常業務はすべて再開又は

再開のための準備に着手できるものとし、これらの想定のもと、「非常時優先業務」

を整理するものとする。 

 

 

なお、発生した災害の規模や様相によっては、あくまで計画上の通常業務の停止

期間は１ヶ月ではあるが、必要に応じ停止期間を延長するなど、運用面において、

柔軟な対応を図ることとする。 

２ 三重県ＢＣＰにおける非常時優先業務の考え方 

(1) 三重県ＢＣＰにおける非常時優先業務の定義 

非常時優先業務とは、大規模災害時において最優先で従事すべき業務のこと

をいい、この計画では、非常時優先業務を「災害対応業務」と「通常業務」の二

つに大別する。 

  【非常時優先業務の種類】 

① 非常時優先業務（災害対応業務）※一般に言う「応急業務」

三重県災害対策本部運営要領に掲げる各部隊等の所掌事務を原則とする業

務。 

② 非常時優先業務（通常業務）

平時に行っている通常業務のうち、いかなる大規模災害時であっても、県

として発災直後から１ヶ月以内の間に再開又は再開に向けた準備に着手する

必要がある業務。 

 (2) 三重県ＢＣＰにおいて整理の対象とする非常時優先業務 

 一般的に「応急業務」と呼ばれる、「非常時優先業務（災害対応業務）」に

ついては、発生した災害の規模や様相により必要となる業務や経営資源の量等が

平常時 3日後 2週間後

発災後の業務量推移イメージ

非常時優先業務
（通常業務）

業
務
レ
ベ

ル

100%

時間

通常業務

1ヶ月後

通常業務
非常時優先業務
（災害対応業務）

及び
復旧・復興業務等

非常時優先業務
（通常業務）

発

災
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大幅に増減することが予想されることから、三重県ＢＣＰではこれを対象とせず、

「非常時優先業務（通常業務）」についてのみ、必要な経営資源量等の整理を行

う対象とする。 

なお、「非常時優先業務（災害対応業務）」については、今後策定を行う「三

重県南海トラフ地震活動計画（仮称）」で別途取り扱うこととする。 

【三重県ＢＣＰにおける非常時優先業務の概念図】

(3) 非常時優先業務の選定区分 

この計画で非常時優先業務として位置付ける通常業務は、以下の区分に基づき

選定及び整理するものとする。 

① 連絡・調整等業務（２(1)【非常時優先業務の区分】の②非常時優先業務（通

常業務：共通業務）） 

所属内職員の安否確認や参集状況の把握及び関係課への報告、管轄地域機関等

の被害状況の確認等に必要な連絡・調整等業務 

② 県管理施設等の維持管理等業務

庁舎等県管理施設等の管理を所管する所属が実施する、施設等の被害状況の調

査やその他必要な維持管理等の業務 

③ 非常時優先業務を実施するために必要となる業務システムの維持管理等業務

他所属や外部機関等との連絡手段となる庁舎内電話や庁内LAN・１人１台PCか

らのインターネットメール、緊急払い等に対応するために必要な財務会計システ

ムや支払審査確認システム、職員の旅費や給与の支払い等に必要な総務事務シス

テムや給与システム等、非常時優先業務を実施するために必要となる重要な業務

システムの被害状況等の確認やその他必要な維持管理等の業務 

④ 入所・保護施設等のある施設の業務

入院病棟のある県立病院や寄宿舎等のある県立学校、一次保護施設のある児童

相談所等、入所・保護施設等のある県管理施設において、入所者や保護者等が生

活していく上で必要となる業務 

⑤ 社会的混乱を生じるおそれ等のある重要業務

通常業務 

業務継続の優先度が高いもの 

地域防災計画 
による 

災害復旧 
・復興業務 

発災後の 
他の新規 
発生業務 

 

 

三重県ＢＣＰで整理する

非常時優先業務（②） 
応
急
業
務
（
①
） 

南海トラフ地震活動計画 

（仮称）で整理する非常 

時優先業務及び復旧・ 

復興業務等 

地域防災計画による 

災害応急対策業務 

早期実施の優先度が高いもの 

 

 
非
常
時
優
先
業
務 
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  他に代替する措置がなく、業務を停止することにより社会的混乱を生じる等の

おそれがある業務 

⑥ 県民の生活再開の支援等に関する業務

いったん避難所等へ避難した県民が、可能な限り速やかに発災前の生活を再開

できるよう促すための、各種手当等支給業務や生活資金・住宅再建対策業務等の

県民の生活再開の支援につながる業務等（ただし、災害時固有の業務については、

応急業務として位置付け、三重県ＢＣＰの対象とはしない。） 

⑦ 県民の健康に影響が生じるおそれ等のある業務

規制や事業者に対する指導等を１ヶ月間停止した場合、健康を害する県民等が

発生するおそれ等がある業務 

⑧ 教育再開にかかる業務

災害発生によりいったん休校等の措置を取った学校の再開にかかる業務

⑨ 要配慮者等にかかる福祉業務

高齢者や障がい者、乳幼児等、災害対策基本法上で特に配慮が必要とされてい

る者にかかる福祉業務 

⑩ １ヶ月以内に再開しなければ法に抵触するおそれのある業務

法令等の定めにより１ヶ月間停止することができない業務

⑪ 国費及び県費による補助金・交付金等交付事務

消防庁補助金の場合は、発災時の交付申請等事務の期限は柔軟に対応できるが、

国費の支払事務については年度末または出納閉鎖期間中に行わないと受入団体

で歳入欠陥が生じる等の問題となるため、「2～4月」を特定期間とする特定時期

非常時優先業務として扱う。その他省庁分は、所管省庁に確認の上、記載するこ

と。 

⑫ ①～⑪に該当しない業務 

  上記①～⑪に該当しない業務については、発災から１ヶ月経過後に再開の準備

をはじめ、準備ができ次第、業務を再開することを原則とする。 

また、この計画に位置づける「非常時優先業務」は、災害対応の優先度に応じて、

次の二つの時間軸に区分して選定するものとする。 

ア 発災後７２時間を経過すると、被災者救助時における救命率が大きく低下する

ことから、発災直後から３日間は救命・救助活動等の応急業務を最優先する時期

と位置づけた上で、この間であっても継続する必要がある、または再開を急ぐ必

要がある業務。 

イ 発災から３日が経過した後においても、多数の県民が避難所で救援物資に頼る

ような非常時の生活を送るなど、県民生活が著しい混乱の中にあるため、発災後

１ヶ月間は災害対応を含む応急業務や復旧・復興業務を優先すべき時期と位置づ

けた上で、この間において再開する必要がある業務。 
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さらに、その業務の性質により、以下の４つに分類を行う。 

業務の性質「共通」 

関係する所属との連絡・調整や所属職員の服務管理など、災害時であっても

組織として維持すべき最低限必要な管理・運営業務を行うための各部局等また

は各所属に共通する連絡・調整等業務 

業務の性質「Ａ」 

非常時優先業務（通常業務）のうち、大規模災害発生時においても継続して

従事又は直ちに再開して従事すべき業務 

業務の性質「Ｂ」 

申請に基づく許認可等、県民の需要等に応じて実施の義務が生じる業務 

業務の性質「特定」 

特定の時期のみ非常時優先業務に該当する業務 
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第３ 非常時優先業務（通常業務） 

「第２ 非常時優先業務の考え方 ２ 本計画における非常時優先業務の考え方 

(3) 非常時優先業務の選定区分」の考え方に基づき、選定を行った非常時優先業務に

ついて、次頁以降の「別表１」として掲げる。 

（別表１「非常時優先業務及び業務遂行に必要な経営資源等」の見方） 

1. ①の所属が平時に行う分掌事務が「④分掌事務名」欄に記載されています。 

2. ④の分掌事務を実施するのに必要な人数が、「③分掌事務に係る平時職員数」欄に記載

されています。 

3． ④の分掌事務に含まれる非常時優先業務に該当する業務が、「⑤非常時優先業務に該当

する業務の名称」欄に記載されています。 

4. 「⑥非常時優先業務の種類（災害対応／通常）」欄には、⑤に掲げた非常時優先業務が

「災害対応」業務なのか、「通常」業務なのかを記載しています。 

5. 「⑦業務の性質」欄は、以下の内容を記載してます。

・業務の性質「共通」は、各部局等または各所属に共通する連絡・調整等業務 

・業務の性質「Ａ」は、大規模災害発生時においても継続して従事又は直ちに再開して従  

事すべき業務 

・業務の性質「Ｂ」は、申請に基づく許認可等、県民の需要等に応じて実施の義務が生じ

る業務 

・業務の性質「特定」は、特定の時期のみ非常時優先業務に該当する業務 

6. 「⑧非常時優先業務（通常）に必要な人数」欄には、⑥で「通常」と分類した非常時優

先業務の実施に必要な人数を記載しています。 

7. ⑨、⑩、⑪及び⑫欄には、非常時優先業務の実施に必要な機材、業務システム、必要な

業務システム等が使用できない場合の対応、その他、業務を実施するために必須となる職

員のスキルや資格等の条件などについて、記載をしています。 

8. 「⑬備考（⑦業務の性質「特定」の場合は、特定時期を記載）」欄には、⑦で特定の時期

のみ非常時優先業務に該当と分類した業務について、特定時期に該当する期間を記載して

います。 

なお、非常時優先業務を選定する際に用いた「非常時優先業務絞り込み調査表」に

ついては、参考資料として巻末に「別表２」として掲げる。 

8



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属
名

②
班
名
等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務

の
名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（災
害
対
応
/通

常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資

格
等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性

質
「
特
定
」
の
場
合
は
、

特
定
時
期
を
記
載
）

1
課
長

1
課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
職
員
の
安
否
確
認
等

非
常
時
優
先
業
務
の
決
裁
及
び
所
属
内
で

の
意
思
決
定
等

通
常

共
通

1
公
用
携
帯
電
話
等

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ー
ル

・私
用
携
帯
の
メ
ー
ル
等
に
よ

る
確
認

2
支
払
業
務

通
常

Ｂ
財
務
会
計
用
端
末

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム

支
出
審
査
確
認
シ
ス
テ
ム

・ワ
ー
プ
ロ
、
手
書
き
等
で
の
支

出
命
令
書
の
作
成

・紙
資
料
に
よ
る
支
出
審
査
・払

い
出
し
手
続
き

3
決
算
業
務

通
常

特
定

財
務
会
計
用
端
末

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム

・ワ
ー
プ
ロ
、
手
書
き
等
で
の
資

料
の
作
成

・紙
資
料
に
よ
る
予
算
執
行
状

況
等
の
確
認

6
月
～
8
月

4
部
内
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

部
内
職
員
の
安
否
確
認
等

通
常

共
通

5
部
内
の
組
織
に
関
す
る
こ
と

部
内
職
員
の
非
常
時
優
先
業
務
実
施
体
制

確
保

通
常

共
通

6
部
内
の
企
画
・調

整
に
関
す
る
こ
と

部
内
調
整
業
務

通
常

共
通

7
課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
参
集
状
況
把
握
、
管
轄
地
域
機
関
の
被
害

状
況
把
握
等

通
常

共
通

8
部
内
の
人
権
施
策
に
関
す
る
こ
と

9
1

部
の
議
会
対
応
に
関
す
る
こ
と

10
部
内
の
広
聴
広
報
に
関
す
る
こ
と

11
三
重
県
東
日
本
大
震
災
支
援
本
部
事
務
局

の
運
営
に
関
す
る
こ
と

12
1

気
象
情
報
収
集
伝
達
に
関
す
る
こ
と

気
象
予
警
報
等
の
伝
達
体
制
の
確
保

通
常

Ａ
1

シ
ス
テ
ム
端
末

気
象
庁
ア
デ
ス
シ
ス
テ
ム

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る

情
報
の
収
集
・伝

達
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
て
い
る
こ
と

13
1

防
災
情
報
提
供
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る

こ
と

防
災
情
報
の
収
集
・伝

達
等
体
制
の
確
保

通
常

Ａ
1

シ
ス
テ
ム
端
末

防
災
情
報
提
供

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る

情
報
の
収
集
・伝

達
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
て
い
る
こ
と

14
1

震
度
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
こ
と

震
度
情
報
の
収
集
・伝

達
等
体
制
の
確
保

通
常

Ａ
1

震
度
計
、
震
度
情
報

サ
ー
バ
ー

震
度
情
報
ﾈ
ｯﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る

情
報
の
収
集
・伝

達
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
て
い
る
こ
と

15
1

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
こ
と

通
信
機
能
の
確
保

通
常

Ａ
1

地
上
系
及
び
衛
星
系
防

災
行
政
無
線
設
備
、
有

線
系
情
報
通
信
設
備

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（地
上
系
無
線
、
衛
星
系
無

線
、
有
線
系
通
信
）

衛
星
携
帯
電
話
、
非
常
通
信

ル
ー
ト
等
に
よ
る
情
報
の
収
集
・

伝
達

シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
て
い
る
こ
と

16
移
動
防
災
情
報
セ
ン
タ
ー
車
に
関
す
る
こ
と

移
動
防
災
情
報
セ
ン
タ
ー
車
の
機
能
確
保

通
常

Ａ
ガ
ソ
リ
ン
等

移
動
防
災
情
報
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
車

公
用
車

17
非
常
通
信
協
議
会
に
関
す
る
こ
と

非
常
通
信
ル
ー
ト
の
確
保

通
常

Ａ
各
無
線
機
器

非
常
通
信
ル
ー
ト

通
信
機
器
を
持
た
せ
た
職
員
の

派
遣

18
防
災
行
政
無
線
運
営
協
議
会
に
関
す
る
こ
と

計
11

8

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

1

1
1

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

部
局
等
名

防
災
対
策
部

防 災 対 策 総 務 課

企 画 総 務 班

2
部
内
の
予
算
・経

理
・決

算
に
関
す
る
こ
と

情 報 通 信 班

1

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

1

1

9

※防災対策分のみ抜粋



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属

名
②
班
名

等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務
の

名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（災
害
対
応
/通

常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資
格

等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性
質

「
特
定
」
の
場
合
は
、
特

定
時
期
を
記
載
）

1
課
長

防
災
監

課
長

防
災
監

課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
職
員
の
安
否
確
認
等

通
常

共
通

課
長

公
用
携
帯
電
話
等

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ー
ル

・私
用
携
帯
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

2
職
員
A

課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
参
集
状
況
把
握
、
管
轄
地
域
機
関
の
被
害

状
況
把
握
等

通
常

共
通

職
員
A

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
L
A
N

・携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

3
職
員
B

消
防
学
校
に
関
す
る
こ
と

※
「課

内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業

務
）」
に
含
む

通
常

A
職
員
B

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
L
A
N

・携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

4
職
員
A

消
防
関
係
補
助
金
に
関
す
る
こ
と

消
防
庁
補
助
金
の
交
付
事
務

通
常

特
定

職
員
A

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線

衛
星
系
無
線
F
A
X

補
助
金
業
務
の
担
当
経
験

2
～
4
月

5
職
員
B

消
防
団
員
等
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と

消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
関
係
業
務

通
常

B
職
員
B

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線

衛
星
系
無
線
F
A
X

6
職
員
C

消
防
関
係
の
表
彰
、
栄
典
に
関
す
る
こ
と

7
職
員
D

消
防
協
会
、
消
防
長
会
に
関
す
る
こ
と

8
職
員
E

市
町
村
消
防
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

県
内
消
防
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
【総

括
部
隊
（救

助
班
）】

災
害
対
応

9
職
員
C

消
防
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

10
職
員
F

幼
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ
と

11
職
員
F

婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ
と

12
職
員
D

救
急
業
務
指
導
に
関
す
る
こ
と

許
認
可
業
務

通
常

Ｂ
職
員
Ａ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

施
設
の
災
害
防
止
措
置
、
保
安
の
確
保

通
常

特
定

職
員
Ｂ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

事
故
発
生
時

14
職
員
Ｃ

高
圧
ガ
ス
の
免
状
に
関
す
る
こ
と

免
状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｃ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

許
認
可
業
務

通
常

特
定

職
員
Ｄ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

施
設
の
災
害
防
止
措
置
、
保
安
の
確
保

通
常

Ｂ
職
員
Ｅ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

事
故
発
生
時

16
職
員
Ｃ

液
化
石
油
ガ
ス
の
免
状
に
関
す
る
こ
と

免
状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｃ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

17
職
員
Ｆ

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
に
関
す
る
こ

と
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
運
営

通
常

特
定

職
員
Ｆ

職
員
Ｈ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

事
故
発
生
時

許
認
可
・免

状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｇ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

施
設
の
災
害
防
止
措
置
、
保
安
の
確
保

通
常

特
定

職
員
Ｇ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

事
故
発
生
時

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

部
局
等
名

防
災
対
策
部

13

消 防 班

職
員
Ａ

職
員
Ｂ

職
員
Ｃ

高
圧
ガ
ス
施
設
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と

予 防 ・ 保 安 班

15
職
員
Ｄ

職
員
Ｅ

職
員
Ｃ

液
化
石
油
ガ
ス
施
設
の
許
可
等
に
関
す
る
こ

と

18
職
員
Ｇ

火
薬
類
、
銃
砲
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と

消 防 ・ 保 安 課

10



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属

名
②
班
名

等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務
の

名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（災
害
対
応
/通

常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資
格

等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性
質

「
特
定
」
の
場
合
は
、
特

定
時
期
を
記
載
）

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

部
局
等
名

防
災
対
策
部

19
職
員
Ｇ

電
気
工
事
士
免
状
交
付
に
関
す
る
こ
と

免
状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｇ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

20
職
員
Ｇ

電
気
工
事
業
者
登
録
に
関
す
る
こ
と

事
業
者
登
録
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｇ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

21
職
員
Ｈ

危
険
物
取
扱
者
免
状
に
関
す
る
こ
と

免
状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｈ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

22
職
員
Ｈ

消
防
設
備
士
免
状
に
関
す
る
こ
と

免
状
交
付
事
務

通
常

Ｂ
職
員
Ｈ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

23
職
員
Ｈ

火
災
予
防
に
関
す
る
こ
と

連
絡
・調

整
事
務

通
常

共
通

職
員
Ｈ

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

技
師

計
16

12

消 防 ・ 保 安 課

予 防 ・ 保 安 班

11



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属

名
②
班
名

等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務
の

名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（災
害
対
応
/通

常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資
格

等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性
質

「
特
定
」
の
場
合
は
、
特

定
時
期
を
記
載
）

1
課
長

1
課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
職
員
の
安
否
確
認
等

通
常

共
通

1
公
用
携
帯
電
話
等

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ー
ル

・私
用
携
帯
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

2
1

防
災
対
策
推
進
条
例
に
関
す
る
こ
と

3
地
域
防
災
計
画
に
関
す
る
こ
と

4
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
特
別
措
置
法
に
関
す

る
こ
と

5
三
重
県
新
地
震
・津

波
対
策
行
動
計
画
に
関

す
る
こ
と

6
三
重
県
新
風
水
害
対
策
行
動
計
画
に
関
す
る

こ
と

7
地
震
被
害
想
定
に
関
す
る
こ
と

8
活
断
層
調
査
に
関
す
る
こ
と

9
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
に
関
す
る
こ
と

10
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
に
関
す
る
こ

と

11
三
重
県
防
災
会
議
に
関
す
る
こ
と

12
防
災
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査
に
関
す
る
こ

と

13
1

課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
参
集
状
況
把
握
、
管
轄
地
域
機
関
の
被
害

状
況
把
握
等

通
常

共
通

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
L
A
N

14
1

市
町
の
防
災
対
策
の
支
援
に
関
す
る
こ
と

地
域
減
災
力
補
助
金
の
交
付
事
務

通
常

特
定

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

3
月
～
4
月

15
2

「三
重
県
・三

重
大
学
　
み
え
防
災
・減

災
セ
ン

タ
ー
」に
関
す
る
こ
と

16
1

自
主
防
災
組
織
の
活
性
化
に
関
す
る
こ
と

17
防
災
啓
発
に
関
す
る
こ
と

18
三
重
県
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
企
業
等
連
絡
会
議
に
関

す
る
こ
と

19
三
重
県
市
町
等
防
災
対
策
会
議
に
関
す
る
こ

と

計
11

2

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

1

部
局
等
名

防
災
対
策
部

1 1 1

防 災 企 画 班

1

地 域 支 援 班

防 災 企 画 ・ 地 域 支 援 課

12



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属

名
②
班
名

等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務
の

名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（災
害
対
応
/通

常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資
格

等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性
質

「
特
定
」
の
場
合
は
、
特

定
時
期
を
記
載
）

1
課
長

1
課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
職
員
の
安
否
確
認
等

通
常

共
通

1
公
用
携
帯
電
話
等

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ー
ル

・私
用
携
帯
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

2
1

課
内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業
務
）
参
集
状
況
把
握
、
管
轄
地
域
機
関
の
被
害

状
況
把
握
等

通
常

共
通

1
庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
L
A
N

3
1

災
害
応
急
対
策
の
企
画
、
調
整
に
関
す
る
こ

と

4
三
重
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と

5
三
重
県
地
震
災
害
警
戒
本
部
に
関
す
る
こ
と

災
害
対
策
統
括
部
の
総
括
に
関
す
る
こ
と

県
災
対
本
部
の
設
置
・廃

止
の
検
討
に
関
す

る
こ
と
【総

括
部
隊
（総

括
班
）】

災
害
対
応

6
1

災
害
応
援
協
定
に
関
す
る
こ
と

応
援
に
か
か
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
【総

括
部
隊
（派

遣
班
）】

災
害
対
応

7
1

広
域
防
災
拠
点
に
関
す
る
こ
と

8
2

総
合
防
災
訓
練
に
関
す
る
こ
と

9
1

総
合
防
災
訓
練
（図

上
訓
練
）に
関
す
る
こ
と

10
1

自
衛
隊
派
遣
要
請
に
関
す
る
こ
と

自
衛
隊
の
災
害
派
遣
要
請
、
活
動
調
整
及

び
撤
収
要
請
に
関
す
る
こ
と
【総

括
部
隊
（救

助
班
）】

災
害
対
応

11
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
関
す
る
こ
と

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
管
理
、
活
動
調

整
に
関
す
る
こ
と
【総

括
部
隊
（救

助
班
）】

災
害
対
応

12
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
関
す
る
こ
と

防
災
航
空
班
と
の
連
絡
・調

整
等
業
務

※
「課

内
の
連
絡
・調

整
等
（全

所
属
共
通
業

務
）」
に
含
む

通
常

A
1

庁
内
電
話
（Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

計
11

3

防 災 訓 練 班

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

災 害 対 策 班
災 害 対 策 課

1 1

部
局
等
名

防
災
対
策
部

13



【
別
表
１
】

業 務 番 号

①
所
属
名

②
班
名
等

③
分
掌
事
務

に
係
る

平
時
職
員
数

④
分
掌
事
務
名

⑤
非
常
時
優
先
業
務
に
該
当
す
る
業
務
の

名
称

⑥
非
常
時
優
先

業
務
の
種
類

（
災
害
対
応
/
通
常
）

⑦
業
務
の
性
質

（
※
）

⑧
非
常
時
優
先

業
務
（
通
常
）
に

必
要
な
人
数

⑨
業
務
に
必
要
と
な
る

機
材
等
名

⑩
業
務
に
必
要
な

業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
名
称

⑪
必
要
な
機
材
・
シ
ス
テ
ム
等

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
対

応

⑫
そ
の
他
、
業
務
の
再
開
に
必
須

の
条
件
等
（
職
員
の
ス
キ
ル
・
資

格
等
を
含
む
）

⑬
備
考
（
⑦
業
務
の
性
質

「
特
定
」
の
場
合
は
、
特

定
時
期
を
記
載
）

1
課
長

1
課
内
の
連
絡
・
調
整
等
（
全
所
属
共
通
業
務
）
職
員
の
安
否
確
認
、
参
集
状
況
把
握

通
常

共
通

1
公
用
携
帯
電
話
等

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ー
ル

私
用
携
帯
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る

確
認

2
危
機
事
案
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

危
機
事
案
発
生
時
の
対
応
業
務

通
常

特
定

庁
内
電
話
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ

ワ
ー
プ
ロ
、
手
書
き
等
で
の
書
類

作
成

危
機
事
案
発
生
時

3
武
力
攻
撃
事
態
及
び
緊
急
対
処
事
態
へ
の
対

処
に
関
す
る
こ
と

武
力
攻
撃
事
態
及
び
緊
急
対
処
事
態
へ
の

対
応
業
務

通
常

特
定

庁
内
電
話
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
）

１
人
１
台
Ｐ
Ｃ

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
、
Ｅ
m
-
N
e
t、
安
否

情
報
シ
ス
テ
ム

ワ
ー
プ
ロ
、
手
書
き
等
で
の
書
類

作
成

事
態
発
生
時

4
1

危
機
管
理
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

こ
と

5
1

三
重
県
国
民
保
護
計
画
に
関
す
る
こ
と

計
4

4

非
常
時
優
先
業
務
及
び
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
営
資
源
等

部
局
等
名

防
災
対
策
部

危 機 管 理 班

1
危 機 管 理 課

1

14



第４ 業務継続体制の向上 

「第３ 非常時優先業務（通常業務） 別表１ 非常時優先業務及び業務遂行に

必要な経営資源等」において、通常業務にかかる非常時優先業務とそれに必要な経

営資源等について整理を行った。 

しかし、ＢＣＰ自体が、本来、不断の検証を重ねてその実効性を高めていくもの

であることから、三重県ＢＣＰ策定後も、以下の取組を継続して進めることで、計

画の実効性や完成度を高めることとする。 

１ 所属における業務継続体制の検証と改善 

  本計画の実効性を高め、より適切な運用を図るために、すべての所属において、

毎年定期的に本計画の内容の確認を行うとともに、所属内職員への共有を図り、必

要に応じて内容の見直しを行う。 

また、本計画の中で非常時優先業務（通常）と位置づける業務を有する所属につ

いては、毎年の計画内容確認作業等にあわせ、南海トラフ地震などの大規模災害発

生時における所属の業務遂行について、シミュレーションやロールプレイングを行

い、業務継続計画の点検と検証を行うこととする。 

２  ＢＣＰの継続的な更新 

  県の組織機構の改正や業務内容の変更等に伴う見直しや、「１ 所属における

業務継続体制の検証と改善」で行った所属内ミーティングを通じた見直し結果につ

いては、毎年定期的に本計画に適切に反映し、三重県ＢＣＰの継続的な更新を図る。 

３  マニュアル等の整備の推奨 

  所属ごとに行った業務継続体制の検討や所属内ミーティングで得た知見等を集

約し、担当職員以外でも非常時優先業務を円滑に遂行できるよう、必要に応じ、所

属ごとに非常時優先業務実施のためのマニュアル等の整備を推奨する。また、作成

したマニュアルは、所属内での検討や所属内ミーティング時に内容の検証を行い、

随時、見直しを行う。 
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